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条 例
○北海道予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
  （財政課）　 1

○北海道核燃料税条例  （税務課）　 1
○北海道生物多様性の保全等に関する条例  （自然環境課）　 3

条 例

　北海道予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布
する。
　　平成25年３月29日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第７号

　北海道核燃料税条例をここに公布する。
　　平成25年３月29日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第８号
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　北海道生物の多様性の保全等に関する条例をここに公布する。
　　平成25年３月29日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第９号
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